
在外選挙人名簿登録申請 

（来館が困難な方に対する特例措置等について） 

 

令和４年６月１日  

在ドバイ日本国総領事館  

【ポイント】  

●当館では、本年４月１日から、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例

措置を開始しています。 

●本件特例措置利用時、事前に当館にご提出いただく申請書類につきましては、これまで

の郵送、託送に加え、電子メールからの送付も可能となりました。  

●ご本人確認等のために行うビデオ通話につきましては、Microsoft Teams、Cisco Webex

に加え、ZOOM の利用が可能になりました。 

●在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手

しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政

選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。 

 
【本文】  
１ 当館では、本年４月１日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措

置等の対象地域（※）や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外

選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています（※６月１日現

在、当館の在外選挙管轄地域内に該当地域はありません。）。 

 

２ 本特例措置のご利用に当たり、事前に当館に提出する申請書類につきましては、これ

までの郵送、託送に加え、電子メールからの送付も可能となりました（旅券の写し等の個

人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重にご検討いた

だき、ご都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のた

め、受信した電子メール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除しま

す。）。 

 

３ 電子メールから提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお

願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。 

 

４ ご本人確認、住所確認等のために行うビデオ通話につきましては、Microsoft 

Teams、Cisco Webex に加え、ZOOM の利用が可能になりました。 

 

５ 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。 



https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/japan-regulation_00001.html 

 

６ 在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入

手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国

政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。 

 

在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館まで

お問い合わせください。 

 

外務省ホームページ「在外選挙」 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html 

総務省ホームページ「在外選挙制度について」 

 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html 

 

――――――――――――――  

在ドバイ日本国総領事館  
電話：+971-(0)4-293-8888   
（月曜～木曜 07:30-16:15、金曜 07:30-12:15）  
所在地 ：28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE  
メール： ryouji@du.mofa.go.jp    
ホームページ： http://www.dubai.uae.emb-

japan.go.jp/itprtop_ja/index.html       
※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。  
  http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html     
――――――――――――――  


